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料金表 

  項   目   介護サービス費用 

1日あたり 

自己負担分 

(1割負担) 

1日あたり 

自己負担分 

(2割負担) 

1日あたり 

自己負担分 

(3割負担) 

介
護
保
険
給
付
内
利
用
料 

基本サービス費 

併設型短期入所生活介護（Ⅰ） 
  

要介護 1 \6,454 \646 \1,291 \1,937 

要介護 2 \7,201 \721 \1,441 \2,161 

要介護 3 \7,981 \799 \1,597 \2,395 

要介護 4 \8,728 \873 \1,746 \2,619 

要介護 5 \9,465 \947 \1,893 \2,840 

加算項目       

機能訓練体制加算 *1 1日あたり ¥129 ¥13 ¥26 ¥39 

個別機能訓練加算 *2 1日あたり \606 \61 \122 \182 

看護体制加算（Ⅰ） 

*3 

1日あたり ¥43 ¥5 ¥9 ¥13 

看護体制加算（Ⅱ） 1日あたり \86 \9 \18 \26 

看護体制加算（Ⅲ） 1日あたり \129 \13 \26 \39 

看護体制加算（Ⅳ） 1日あたり \249 \25 \50 \174 

医療連携強化加算 *4 1日あたり \628 \63 \126 \189 

夜勤職員配置加算（Ⅰ)ロ 
*5 

1日あたり ¥140 ¥14 ¥28 ¥42 

夜勤職員配置加算（Ⅲ)ロ 1日あたり ¥162 ¥17 ¥33 ¥113 

認知症行動・心理症状緊急対応加算 *6 1日あたり ¥2,166 ¥217 ¥434 ¥650 

若年性認知症入所者受け入れ加算 *7 1日あたり ¥1,299 ¥130 ¥260 ¥390 

送迎費 *8 片道 ¥1,992 ¥200 ¥399 ¥598 

緊急短期入所受入加算 *9 1日あたり ¥974 ¥98 ¥195 ¥293 

連続 30日超えの利用 *10 1日あたり ¥-324 ¥-33 ¥-65 ¥-98 

療養食加算 *11 1回あたり ¥86 ¥9 ¥18 ¥26 

在宅中重度者受入加算（１） 

*12 

1日あたり ¥4,559 ¥456 ¥912 ¥1,368 

在宅中重度者受入加算（２） 1日あたり \4,516 \452 \904 \1,355 

在宅中重度者受入加算（３） 1日あたり \4,472 \448 \895 \1,342 

在宅中重度者受入加算（４） 1日あたり \4,602 \461 \921 \1,381 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 

*13 

1日あたり ¥238 ¥24 ¥48 ¥166 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 1日あたり \194 \20 \39 \59 

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 1日当たり \64 \7 \13 \20 

認知症専門ケア加算（Ⅰ） 
*14 

1日あたり ¥32 ¥4 ¥7 ¥10 

認知症専門ケア加算（Ⅱ） 1日あたり ¥43 ¥5 ¥9 ¥13 

生活機能向上連携加算（Ⅰ） 
*15 

1月あたり ¥1,083 ¥108 ¥217 ¥325 

生活機能向上連携加算（Ⅱ） 1月あたり ¥2,166 ¥217 ¥434 ¥650 

介護職員等特定処遇改善加算  

*16 

（Ⅰ）～（Ⅱ）の内、事業所の体制等に応じた加算が算定される。  

 
（Ⅰ） 総単位数の 2.7％ 

（Ⅱ） 総単位数の 2.3％ 

介護職員処遇改善加算 

*17 

（Ⅰ）～（Ⅴ）の内、事業所の体制等に応じた加算が計上される 

 

（Ⅰ） 総単位数の 8.3％ 

（Ⅱ） 総単位数の 6.0％ 

（Ⅲ） 総単位数の 3.3％ 

（Ⅳ） （Ⅲ）の単位×0.9％ 

（Ⅴ） （Ⅲ）の単位×0.8％ 

介護職員等ﾍﾞｰｽｱｯﾌﾟ等支援加算 *18 総単位数の 1.6％ 

介護 

保険 

給付

外 

利用

料 

食費   *19 

朝食 1食 

基準額 

¥300 

昼食 1食 ¥780 

夕食１食 ¥620 

滞在費            *20 1日あたり 
住民税 

課税世帯 
¥1,375 

＊計算の都合上、料金表の単価の積み上げと請求金額が異なる場合があります。 
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加算についての概略   

 

＊1 機能訓練指導員を 1 名配置している場合。 

＊2 利用者の居宅を訪問する等して、機能訓練計画を策定している場合。 

＊3 常勤の看護師を 1 名以上配置している等、看護師の配置、利用者の介護度等により（Ⅰ）～（Ⅳ）

を算定する。 

＊4 吸引を実施している等の利用者をあらかじめ医療機関と取り決めを行ってサービスを実施した場

合。 

＊5 夜間時間帯(17:00～9:00)の職員配置が配置基準を 1 以上上回っている。（Ⅰ）ロか（Ⅲ）ロのいず

れかを算定する。喀痰吸引等の評価がある場合（Ⅲ）ロとなる。 

＊6 医師が認知症の行動・心理症状が認められるため、緊急に利用することが適当と認める場合。 

＊7 若年性認知症の利用者の利用。 

＊8 定められた地域内の片道の送迎費用。 

＊9 居宅サービス計画において、計画的に行う事となっておらず、利用者や家族の状況で介護支援専

門員が必要と認め、緊急に利用する場合。 

＊10 同一の短期入所生活介護事業所の利用時。 

＊11 医師の食事箋による治療食を管理栄養士の管理の下提供されている。（食事箋については、事前

にご相談下さい。） 

＊12 短期入所生活介護利用中に在宅で利用している訪問看護事業所等が健康上の管理を行った場合。

看護体制加算の算定状況により（１）～（４）のいずれかを算定する。 

＊13（Ⅰ）介護職員のうち介護福祉士が 80%以上配置もしくは、勤続 10 年以上介護福祉士 35%以上。 

  （Ⅱ）介護福祉士 60％以上。 

  （Ⅲ）介護福祉士 50％以上もしくは、常勤職員 75％以上もしくは、勤続 7 年以上 30％以上。 

＊14（Ⅰ）介護を必要とする認知症の者の占める割合が 2 分の 1 以上。加えて、認知症介護に係る専門

的な研修を修了している者を規程の人数配置している。 

（Ⅱ）の場合、（Ⅰ）に適合している事に加えて、認知症ケアに関する研修計画を作成し実施して

いること。 

＊15 外部のリハビリテーション専門職等と連携する場合。 

＊16 事業所の体制等に応じ介護報酬の総単位数に定められた割合をかけた額を計上する。 

＊17 事業所の体制等に応じ介護報酬の総単位数に定められた割合をかけた額を計上する。 

＊18 事業所の体制等に応じ介護報酬の総単位数に定められた割合をかけた額を計上する。 

＊19 介護保険負担限度額認定証をお持ちの方はその公示額。 

＊20 介護保険負担限度額認定証をお持ちの方はその公示額。 

 


